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「公共事業等行政対象暴力対策協議会」件 名

の設立について

国及び滋賀県等各関係機関が執行する公共事業等について、相互
概 要 に連携し、暴力団等の不当要求行為を排除し、事業の円滑な執行と

職員の安全を図るため、協議会を設立しようとするものである。

取り扱い

配布場所 近畿建設記者クラブ
大手前記者クラブ
滋賀県政記者クラブ

近畿地方整備局 滋賀国道事務所

問い合わせ 副 所 長 和田 義行
わ だ よしゆき

契約事務管理官 砂原 庸孝
すなはら つねたか

ＴＥＬ ０７７－５２３－１７４１（代表）



平成１６年２月１７日

「公共事業等行政対象暴力対策協議会」の設立について

この度、国及び滋賀県等各関係機関は、相互に連携して滋賀県内の公共事業等に対す
る暴力団等の不当な要求行為を排除し、事業の円滑な執行と職員の安全を図るため、協
議会を設立しようとするものである。

１ 名 称
公共事業等行政対象暴力対策協議会

２ 協議会設立総会日時 平成１６年２月１９日（木）
１４：００～１６：００

３ 協議会設立総会開催場所 大津市松本一丁目２番２０号
滋賀県農業教育情報センター 第３研修室

４ 構成委員
＊ 国土交通省
・近畿地方整備局 滋賀国道事務所長、琵琶湖河川事務所長、大戸川ダム工事事務所長

＊ 農林水産省
・近畿農政局 新愛知川農業水利事業所長、新湖北農業水利事業所長

野洲川沿岸農地防災事業所長

＊ 日本下水道事業団
・琵琶湖工事事務所長

＊ 滋賀県
・土木交通部 監理課 技術管理室長、琵琶湖環境部 下水道建設課長
農政水産部 耕地課長

＊ 滋賀県警察本部
・暴力団対策課長
不当要求対策官

＊（財）暴力団追放滋賀県県民会議
・専務理事

５ 出席者
約１００名

６ 協議会総会次第
別紙のとおり



公共事業等行政対象暴力対策協議会

次 第

開会の辞

第一部

１ 協議会会長の選出等

（１）会則の承認

（２）協議会会長・副会長選出及び委員の紹介

２ 協議会設立総会

（１）協議会会長あいさつ

（２）来賓あいさつ

・滋賀県警察本部 刑事部 参事官

警 視 川 合 明

・国土交通省 近畿地方整備局

技術調整管理官 花 岡 信 一

・財団法人 暴力団追放滋賀県民会議

専務理事 尾 田 喜 昭

（３）来賓紹介

・滋賀県警察本部 不当要求対策官

警 視 青 木 勇 人

・農林水産省 近畿農政局

整備部防災課長 若 林 德 朗

（４）不当要求排除宣言

（５）プレート引き渡し式

第二部

講 演

「暴力団の実態と行政対象暴力対策について」

滋賀県警察本部 暴力団対策課

課長補佐 大 橋 忠 文

ビデオ 「民暴のトライアングル」

＝狙われた公共事業＝

※ 「屈しない」＝公務員への不当要求＝ にビデオ内容を変更

閉会の辞


